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進路学習部 

職員会議資料 

 

夏休み学習会について 実施案 

 

１ 目 的  ・生徒に学習環境を提供し、夏季休業中の継続的な学習できるようにする。 

       ・夏季休業中の課題が達成できるようにする。 

       ・既習事項の定着を図り、2 学期へ向けてのステップとする。 

 

２ 日 時   平成 23 年 7 月 21 日（木）～7 月 30 日（金）までの平日 

        平成 23 年 8 月 25 日（木）～8 月 30 日（火）までの平日 

        各日とも、１０：００～１１：４５ 

なお、学年の実態や部活動の時間などを考慮して、実施日や時間を増やすことがある 

 

３ 対象学年  全学年 

 

４ 内 容  ・自学自習を行うことを基本として、授業形式は行わない。 

       ・夏休みの課題をやっても良い。 

    ・職場体験の事前学習・事後指導に当ててもよい 

       ・あらかじめ計画した「夏季学習会個人プラン」により進めていく。 

       ・開始は 10 時とする。終了は事情に応じて個々に設定するが、原則 12 時

までとする。（遅刻・早退する生徒は事前に申告する） 

         

５ 水泳教室について 

       ・夏休み学習会の一環として、水泳教室を行う。 

       ・夏休み期間中の毎週水曜日 8：00～9：45 に実施する。 

（8/10，8/31 を除く） 

 

６ その他  ・服装は体育着または制服とする。 

       ・各生徒に「夏季学習会個人プラン」を配布し、生徒の動向を把握する。 

 


